
　桐生市地域防災計画に基づき、災害救助訓練を11
月６日（火）午後２時から保健福祉会館（末広町）を
主会場に実施します。
　地震発生による出火で多数の負傷者が救助を求めて
いるとの想定で、消防、医療、警察、市の関係者など
が参加し、消火訓練や避難誘導訓練、救助訓練などを
行います。
　なお、訓練実施中は保健福祉会館や周辺道路の一部
において駐車や通行に支障をきたす場合があります。
市民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
　問い合わせは、健康づくり課地域医療係（☎47‐
1152）へ。

　
市
が
避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避

難
開
始
、
避
難
勧
告
、
避
難
指
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（
緊
急
）
を
行
う
前
で
も
、
災
害

の
恐
れ
や
不
安
を
感
じ
た
場
合
は
、

早
め
の
自
主
避
難
を
お
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ま

す
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市
で
は
、
台
風
が
接
近
す
る
恐

れ
や
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が
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降
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続
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に
、
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皆
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た
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。
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。
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自主避難所指定施設
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れ
あ
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。

　

市
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５
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。

な
お
、
菱
公
民
館
、
桜
木
公
民
館
、

新
里
支
所
、
黒
保
根
支
所
は
、
業

務
時
間
外
の
場
合
、
開
場
に
時
間

が
か
か
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
自
宅
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避
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。
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夜
間
の
避
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は
危
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原
則
午
後
８
時
ま
で
と
し
ま
す
。

　
緊
急
の
場
合
や
命
に
危
険
が
迫

　

10
月
も
台
風
の
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
台
風
の
接
近
に
伴
い
、
不
安
を

感
じ
る
人
は
早
め
の
避
難
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

問
い
合
わ
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、
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防
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係
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内
線
４
１
５
）
へ
。　

る
場
合
な
ど
は
こ
の
限
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

自
主
避
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お
願
い

　
次
の
点
を
守
り
、
他
人
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
よ
う
、
お
互
い
譲
り

合
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
避
難
所
内
は
禁
煙
で
す
。

・
食
料
品
、
日
用
品
な
ど
の
提
供

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
各
自
で
食

料
、
飲
料
水
、
携
帯
ラ
ジ
オ
、
寝

具
（
毛
布
な
ど
）
、
着
替
え
な
ど

の
最
低
限
の
必
要
品
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
酒
類
の
持
ち

込
み
や
ペ
ッ
ト
の
同
伴
は
で
き
ま

災害救助訓練を
実施します

昨年の災害救助訓練 せ
ん
。

・
指
定
し
た
部
屋
と
ト
イ
レ
以
外

の
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

断
り
な
く
備
え
付
け
の
物
品
な
ど

に
手
を
触
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
発
生
し
た
ご
み
は
各
自
で

持
ち
帰
り
、
退
所
時
に
入
所
者
で

協
力
し
て
使
用
し
た
部
屋
を
清
掃

し
て
く
だ
さ
い
。

・
気
象
情
報
、
災
害
情
報
は
、
各

自
で
持
参
し
た
携
帯
ラ
ジ
オ
な
ど

で
最
新
の
情
報
を
収
集
し
て
く
だ

さ
い
。

・
避
難
所
で
の
疑
問
や
不
明
な
点

は
、
避
難
所
の
運
営
職
員
に
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

施設名
 昭和公民館
 南公民館
 東公民館
 西公民館
 北公民館

 境野公民館
 桜木公民館
 広沢公民館
 梅田公民館
 相生公民館
 みやま園
 菱公民館

 桜木西公民館
 新里支所

 黒保根支所

台
風
が
接
近
す
る
と
き
な
ど
は

自
主
避
難
所
を
開
設
し
ま
す
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